
2025年に向けた対応方針について
～各医療機関の対応方針の策定・検証・見直し～

東京都保健医療局医療政策部

資 料 ３ － ７

令和７年度第２回東京都
地域医療構想調整会議

資料
一部加工



今回の調整会議での協議

○令和４年３月、国は都道府県に対し、2025年に向け地域医療構想の進捗をまとめるよう通知

○これまでの地域医療構想調整会議では、各医療機関が提出した「2025年に向けた対応方針」について
意見交換し、全圏域の調整会議で「圏域における2025年に向けた対応方針」について合意した。

各医療機関の

2025年に向けた

対応方針とは

○2025年を見据えた構想区域で担うべき医療機関としての役割

５疾病５事業及び在宅療養等に係る各種指定・承認など

○2025年に持つべき医療機能ごとの病床数

「令和６年度病床機能報告」や「2025年に向けた対応方針確認票」において、
各医療機関が報告した病床数

合意 ・地域医療構想調整会議において、対応方針に係る協議が調うこと。

○今回の会議では、①及び②の医療機関の対応方針について確認し、
改めて「圏域における2025年に向けた対応方針」の合意を図る。

①前回会議後に対応方針を提出した医療機関 ②対応方針を変更した医療機関

【協議の方向性】
○これまでの調整会議における合意のとおり、原則として各医療機関の対応方針を尊重し、
「圏域における対応方針として」合意する。

○ただし、次の①及び②については、合意に含めない。

①未配分の増床や現時点で承認・指定等を受けていない役割 ※情報共有の取扱い

②確認票未提出の病院の対応方針
※有床診療所に限り、確認票が未提出であっても、令和6年度病床機能報告を持って確認票提出があったものとみなし、合意に含める。
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集計結果（都全域）

病床数 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計

令和4年度病床機能報告 22,503 44,026 13,941 20,630 101,100

令和7年3月末時点 23,480 43,260 14,514 19,501 100,755

2026年7月1日予定 (A) 25,289 40,847 15,848 19,414 101,398

2025年の必要量 (B) 15,888 42,275 34,628 20,973 113,764

(A)－(B) 9,401 △1,428 △18,780 △1,559 △12,366

※集計対象は、病院のみ
※令和7年3月末時点と2026年7月1日予定（A）は、確認票（R7.11.26までに回答のあったもの）より集計

(床)

2025年に向けた対応方針確認票

◆ 機能別病床数の状況
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※カッコ内数値は前回（令和7年度第1回調整会議）時点からの増加分

圏域
2025年に向けた対応方針確認票（病院＋有床診療所）

対象施設数 提出数 提出率(%) 未提出施設数

区中央部 73 70（1） 95.8 3

区南部 60 60（0） 100.0 0

区西南部 87 83（1） 95.4 4

区西部 71 70（2） 98.5 1

区西北部 129 125（2） 96.8 4

区東北部 115 113（1） 98.2 2

区東部 87 83（0） 95.4 4

西多摩 29 29（0） 100.0 0

南多摩 95 94（0） 98.9 1

北多摩西部 34 34（0） 100.0 0

北多摩南部 52 51（0） 98.0 1

北多摩北部 41 41（1） 100.0 0

島しょ 10 10（０） 100.0 0

計 883 863（8） 98.2 20

令和7年度第２回地域医療構想調整会議時点での対応方針確認票の提出状況

※有床診療所は、令和6年度病床機能報告で機能別病床数を報告している場合、令和6年度病床機能報告での報告内容を持って確認票提出があったものとみなし、提出数に含む。3
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